
水産業経営基盤強化事業費補助金

物価高騰に直面する水産養殖事業者及び漁業協同組合の生産基盤を強
化するため、水産養殖事業者及び漁業協同組合が行う生産コスト削減、生
産性向上に資する機器・設備等の導入・更新に対し支援します。

補 助 対 象 者

補助対象期間 令和８年４月６日（月）～令和８年１２月３０日（水）

※補助対象期間内に、事業が完了する必要があります。
事業完了（日）とは、機器の設置工事が完了し、業者への支払い（領収）まで完了すること（日）を指します。

【問合せ先】 食糧水産課水産担当 電話：055-223-1614

募 集 期 間 令和８年４月６日（月）～令和８年５月１５日（金）

提 出 先 山梨県農政部食糧水産課水産担当
住所：〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
mail  : shokusui@pref.yamanashi.lg.jp

事業の詳細、各種様式については、山梨県のホームページをご確認ください。

※交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ事前着手届（様式第5号）の提出が必要となります。

※予算額を上回る申請があった場合、これまでに「施設園芸等経営強化支援事業」及び「施設園芸等経営
強化推進事業」を活用していない者を優先的に採択した上で予算の範囲内で採択します。

補助対象事業

県内に居住又は事業所が所在する水産養殖事業者及び漁業協同組合

・生産コスト削減、生産性向上に資する機器・設備等及びその付帯設備の
  導入・更新に要する経費
・補助対象機器・設備等の設置に不可欠な工事費（電気工事含む）

【生産コスト削減、生産性向上に資する機器・設備例】
・生産コスト削減：自動給餌器、検卵機、冷凍・冷蔵設備、高圧洗浄機、

鳥獣害防止機器・設備、ハウス用フィルム、ボイラー 等
・生 産 性 向 上：水中ポンプ、酸素供給機器、活魚車、

真空包装機器等加工用機器、製氷機、寄せ網 等

補 助 率 ３分の２以内（１事業者当たりの上限額：５００万円）

※本事業は国の重点支援地方交付金を活用しています。
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